
別紙８ 

○  指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 12 年 3 月 17 日老企第 45 号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

改     正     前 改     正     後 

第一 （略） 
第二 指定の単位等について （略） 
１～４（略） 
５ 例外的に、 

① 療養病棟（法第八条第二十六項に規定する療養病床等に係る病棟を

いう。以下同じ。）を二病棟以下しか持たない病院及び診療所 
② 病院であって、当該病院の療養病棟（医療保険適用であるものに限

る。）の病室のうち、当該病棟の病室数の二分の一を超えない数の病

室を定め、当該病室について指定介護療養型医療施設の指定を受けよ

うとするもの 
③ 病院（指定介護療養型医療施設であるものに限る。）であって、当

該病院の療養病棟の病室のうち、当該病棟の病室数の二分の一を超え

ない数の病室を定め、当該病室に入院する者について療養の給付（健

康保険法（大正十一年法律第七十号）第五十二条第一項の療養の給付

をいう。）を行うために指定介護療養型医療施設の指定を除外しよう

とするもの 
のいずれかについては、病室単位で指定を受け、又は除外することが

できるものとする（②及び③に係る指定の効力は、平成二十一年三月三

十一日までの間に限る。）。この場合、看護・介護要員の人数について

は、医療保険適用病床及び介護保険適用病床各々において、基準省令の

人員に関する基準を満たしていればよく、また、設備については、当該

病室を含む病棟全体として、基準省令の設備に関する基準を満たしてい

ればよく、介護保険適用の患者専用の食堂等を設ける必要はない。 
第三 (略) 

第四 

１～１４ （略） 

１５ 食事の提供（基準省令第十九条） 

 (1) 食事の提供について 

    入院患者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把

握し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこと。（略） 

 

 

第一 （略） 
第二 指定の単位等について （略） 
１～４（略） 
５ 例外的に、 

① 療養病棟（法第八条第二十六項に規定する療養病床等に係る病棟を

いう。以下同じ。）を二病棟以下しか持たない病院及び診療所 
② 病院であって、当該病院の療養病棟（医療保険適用であるものに限

る。）の病室のうち、当該病棟の病室数の二分の一を超えない数の病

室を定め、当該病室について指定介護療養型医療施設の指定を受けよ

うとするもの 
③ 病院（指定介護療養型医療施設であるものに限る。）であって、当

該病院の療養病棟の病室のうち、当該病棟の病室数の二分の一を超え

ない数の病室を定め、当該病室に入院する者について療養の給付（健

康保険法（大正十一年法律第七十号）第五十二条第一項の療養の給付

をいう。）を行うために指定介護療養型医療施設の指定を除外しよう

とするもの 
のいずれかについては、病室単位で指定を受け、又は除外することが

できるものとする（②及び③に係る指定の効力は、平成二十四年三月三

十一日までの間に限る。）。この場合、看護・介護要員の人数について

は、医療保険適用病床及び介護保険適用病床各々において、基準省令の

人員に関する基準を満たしていればよく、また、設備については、当該

病室を含む病棟全体として、基準省令の設備に関する基準を満たしてい

ればよく、介護保険適用の患者専用の食堂等を設ける必要はない。 
第三 (略) 

第四 

１～１４ （略） 

１５ 食事の提供（基準省令第十九条） 

 (1) 食事の提供について 

    個々の入院患者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態に

も配慮した栄養管理を行うように努めるとともに、入院患者の栄養状

態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それに基づき

計画的な食事の提供を行うこと。（略） 
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  (2)～(7) （略） 

第五・第六 （略） 

  (2)～(7) （略） 

第五・第六 （略） 
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